
 

 

 

 

「市場強化プラン」及び取引所制度等をめぐる状況について 
 

 

 

 

平成２０年１０月１５日 
金 融 庁 

 

資料１ 



金融審議会金融分科会第一部会報告 
 ～ 我が国金融・資本市場の競争力強化に向けて ～ （平成 19 年 12 月 18 日）の概要 

Ⅱ．銀行・証券間のファイアーウォール規制の見直し 
  ファイアーウォール規制は、平成５年の業態別子会社方式による相互参入 
解禁時に導入。その後、必要に応じ緩和 

 
 
 
  
 ・証券会社、銀行等に利益相反管理態勢の整備を義務付け 
 ・銀行等の優越的地位を不当に利用した勧誘を禁止 
 ・役職員の兼職規制を撤廃 
 ・顧客に関する非公開情報の共有の制限を緩和 
   個人情報：オプトイン（事前同意）〔現状維持〕 
   法人情報：オプトイン（事前同意）⇒ オプトアウト（顧客が不同意の

場合共有を制限） 
   内部管理目的での情報共有 ⇒ 当局承認は不要に 

Ⅰ．取引所の機能の拡充・強化 
１．取引所における取扱商品の多様化 
 
(1)ＥＴＦ（上場投資信託）の多様化 
 
 

 
 
 
(2)金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れ 
 
 

 

・ 金融商品及び金融取引は金融商品取引法で規制し、商品デリバティブ取引は

商品取引所法で規制するとの枠組みの下、取引所の資本提携等を通じた相互

参入を可能に 
   
２．プロに限定した取引の活発化 
 
(1)現行のプロ私募を活用した枠組み 
 
 
 
 

(2)取引参加者を特定投資家にまで拡大した枠組み  
 
 

・ 現行の開示規制の適用はなし。企業内容等に関する年１回以上の情報提供を

求め、具体的内容は取引所が自主的に決定 

・ 一般投資家は特定投資家による運用（投資信託等）を通じて参加 

Ⅲ．課徴金制度の見直し 

 
 
  
・ 現行課徴金（下記）の金額水準を引上げ 

① インサイダー取引 
② 相場操縦 
③ 風説の流布・偽計 
④ 発行開示書類・継続開示書類の虚偽記載 

・ 以下を新たに課徴金の対象に追加 
① 相場操縦のうち、相場変動型でない安定操作取引 
② 発行開示書類・継続開示書類の不提出 
③ 公開買付届出書・大量保有報告書等の虚偽記載・不提出   

・ 課徴金の加算（例えば繰返しの場合）・減算（例えば早期自己発見の場合）
制度の導入 

・ 除斥期間の延長（現行３年→例えば５年） 等 

① 利益相反による弊害や銀行等による優越的地位濫用の防止の実効性
確保 
② 顧客利便の向上や金融グループの統合的内部管理の要請 
のため、新たな規制の枠組みを提供 

金融商品取引法上の課徴金制度は平成 17年に導入 
⇒ ２年余りの実績等を踏まえ、違法行為のより実効的な抑止をもたら
すよう、見直し現行のプロ私募制度（適格機関投資家が対象）等を活用したプロ向け

取引の活発化 

ＥＴＦは、簡便かつ効果的な分散投資を可能とする投資手段 

⇒ 多様なＥＴＦを組成できるよう制度的手当てを行い、株式・債券や金融

デリバティブから商品デリバティブまで幅広い投資を可能に 

国際的には、取引所の資本提携を通じたグループ化等が進展 

⇒ 取引所間のグループ化等を可能とし、株式・債券や金融デリバティブか

ら商品デリバティブまで総合的で幅広い品揃えを可能に 

(1)に加え、取引参加者を特定投資家にまで拡大し、新たなプロ向けの取

引所市場制度を創設 
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≫ 対話の充実とプリンシプルの共有 

（→ 事業者や関係諸団体との双方向の対話の充実） 

≫ 規制・監督の透明性・予見可能性の向上 

（→ 金融関係法令等の英訳の推進、課徴金事例集の作成等） 

≫ 海外当局との連携強化 

≫ 市場動向等の的確な把握と効果的な行政対応 

（→ 体制整備や検査での対応等） 

≫ 職員の資質向上 

＜多様な資金運用・調達機会の提供の促進＞ 

≫ 取引所における取扱商品の多様化 

・ ＥＴＦ（上場投資信託）の多様化 

【関連法案を早急に提出。20 年上半期を目途に関連政府令等を改正】 

→ 簡便かつ効果的な分散投資を可能とするＥＴＦの多様化によって、株式・ 

債券や金融デリバティブから商品デリバティブまで幅広い投資を可能に 

・ 金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れ 

  【20 年中を目途に検討を進め、その後、すみやかな実現を図る】 

→ 取引所間のグループ化等を可能とし、株式・債券や金融デリバティブから 

商品デリバティブまで総合的で幅広い品揃えを可能に 

≫ プロ向け市場の枠組みの整備【関連法案を早急に提出】 

≫ 「貯蓄から投資へ」の流れを強化するための証券税制 

＜市場の公正性・透明性の確保＞ 

≫ 金融商品取引法上の課徴金制度の見直し【関連法案を早急に提出】 

→ 違法行為抑止の実効性の一層の確保に向けた、対象範囲・金額水準等の見直し 

≫ 証券取引等監視委員会等の市場監視部門の体制強化 

 

Ⅰ．金融・資本市場の信頼と活力 

≫ 銀行・証券・保険間のファイアーウォール規制の見直し 

【関連法案を早急に提出】

・ 役職員の兼職規制の撤廃、銀行・証券間の非公開情報の授受の制限の緩和 

≫ 銀行・保険会社グループの業務範囲の拡大【関連法案を早急に提出】 

・ 商品取引、イスラム金融、排出権取引、企業再生等のための株式保有 

≫ 銀行・証券・保険における利益相反管理態勢の整備 

【関連法案を早急に提出】

≫ 海外ファンドマネージャー誘致のためのＰＥリスクの排除 

 

≫ 国際的に通用する金融・法務・会計等の専門人材の育成・集積 

・ 高度かつ実践的な金融教育の充実 

・ 公認会計士試験の改善【22 年までに試験の実施方法を改善】 

・ 金融専門人材の育成【20 年に具体的な制度設計の検討を開始】 

≫ 国際金融センターとしての都市機能の向上 

 

Ⅳ．市場をめぐる周辺環境 

Ⅲ．より良い規制環境（ベター・レギュレーション） 

Ⅱ.金融サービス業の活力と競争を促すビジネス環境 

「市場強化プラン」の概要 〔平成 19年 12 月 21 日 金融庁〕 
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○証券・銀行・保険会社間のファイアー
　ウォール規制の見直し
　
　 証券会社・銀行・保険会社の間の役
　　職員の兼職規制を撤廃

○利益相反管理体制の構築
　
　 証券会社・銀行・保険会社による、
　　利益相反管理のための体制の整備

○銀行等の業務範囲の拡大

　 リスク管理等に優れた銀行グループ
　　の銀行兄弟会社に対して商品現物取
　　引等の業務を解禁する枠組みの導入

　 銀行・保険会社本体に対して投資助
　　言業や排出権取引を解禁

　 外国銀行の業務の代理・媒介制度の
　　導入

○プロ向け市場の創設

　 参加者をプロ投資家に限定した取引所
　　市場を創設

　　・現行の開示規制は免除。より柔軟な
　　　情報提供の枠組みを構築

    ・一般投資家への転売は制限

○ＥＴＦ（上場投資信託）の多様化

　 商品現物と交換可能な投資信託の導入
　
　 商品先物に投資する投資信託の運用業
　　務に関し承認を受けた投資運用業者に
　　ついては、商品投資顧問業に係る規制
　　を適用除外

　

金融商品取引法等の一部を改正する法律の概要

多様な資産運用・調達機会の提供 多様で質の高い金融サービスの提供

○課徴金制度の見直し
　
　 現行の課徴金の金額水準を引上げ

　　①インサイダー取引
　　②相場操縦
　　③風説の流布・偽計
　　④発行開示・継続開示書類の虚偽記載
　
　 新たに課徴金の対象を追加

　　①相場操縦のうち、相場変動型でない
　　　安定操作取引等
　　②発行開示・継続開示書類の不提出
　　③公開買付届出書・大量保有報告書等
　　　の虚偽記載・不提出
　
　 課徴金の加算（繰返しの場合）・減算(早
　　期発見・早期申告の場合)制度の導入

　 除斥期間の延長
　（現行３年→５年）
　

公正・透明で信頼性のある市場の構築

金融サービス業による高い
付加価値の創出

我が国金融・資本市場の競争力強化が課題

家計金融資産への適切な
投資機会の提供

内外企業等への成長資金の
供給

〔平成20年6月13日公布〕
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遅くとも20年12月12日 
までに施行 

遅くとも21年6月12日までに施行 

遅くとも20年12月12日 
までに施行 

遅くとも20年12月12日 
までに施行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融・資本市場競争力強化プラン 
（平成 19 年 12 月 21 日） 

 
Ⅰ．信頼と活力のある市場の構築 

Ⅱ．金融サービス業の活力と競争を
促すビジネス環境の整備  

J-REIT への海外不動産組入れ解禁（5月） 

英文開示の対象有価証券の拡大（6月 1日） 

国際金融拠点機能強化プランを策定（地域
活性化統合本部会合（4月）） 

金融専門人材の育成・確保（基本的コンセ
プト（資格制度の活用等）公表（4月）） 

外国株式の取引機会拡大（JDR）（2月） 

市場強化プラン（Better Market Initiative）の進捗 

ＥＴＦの更なる多様化（商品先物等に拡大） 

プロ向け市場の創設 

課徴金の金額水準引上げ、対象範囲拡大 

ファイアーウォール規制の見直し、 
利益相反管理体制の整備 

Ⅲ．より良い規制環境（ベター・レ
ギュレーション）の実現   

 
Ⅳ．市場をめぐる周辺環境の整備 

現物拠出型ＥＴＦの多様化（債券等に拡大、指

数の個別指定を廃止）（6月 27日） 

金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れ 

会計基準の国際的収斂に向けた取組み 

（注）網掛けされた項目は、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」（20 年６月 13 日公布）に盛り込まれているもの。 

パブリック・コメント等を踏まえ、 
論点をとりまとめ（20年夏頃）    

20 年中を目途に検討を進め、 
その後、すみやかに実現を図る 

制度設計を開始 
（20年夏以降） 

ベター・レギュレーションの進捗状況の公表（5月） 

我が国金融機関のサブプライム関連商品等の保有状況の公表（19 年 11 月、20 年 2 月、6月 6日） 

英文メールサービスの開始（1月） 

金融機関等に対しアンケートの実施（3月） 

金融サービス業におけるプリンシプルの公表（4月） 

平成 20 年 6月 27 日 
金 融 庁 

XBRL を導入した新 EDINET 稼働(3 月) 

XBRLの互換性確保に向けた海外当局等との連携 

進捗状況を半期毎に公表 

当局職員への周知徹底、対話の充実、情報
発信の機会の充実等に不断に取り組む 

国際金融拠点フォーラムを設置し、プランの着実な実施とフォローアップ 

海外当局との連携強化 

上場企業等のコーポレート・ガバナンス強化 

・商品現物取引（銀行兄弟会社） 
・排出量取引（本体） 
・イスラム金融（子会社・兄弟会社） 

 ・企業再生目的の株式保有 
・外国銀行の代理・媒介（銀行本体）  等 

遅くとも20年12月12日 
までに施行 

PEリスクの排除（参考事例集等を公表(6月27日)） 

銀行・保険会社グループの業務範囲拡大 
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金融商品取引法等の一部を改正する法律
(20年6月6日成立・6月13日公布)

金融商品取引法等の一部を改正する法律
(20年6月6日成立・6月13日公布)

我
が
国
金
融
・資
本
市
場
の
競
争
力
強
化
が
課
題

我
が
国
金
融
・資
本
市
場
の
競
争
力
強
化
が
課
題

多様な資産運用・
調達機会の提供

多様な資産運用・
調達機会の提供

多様で質の高い
金融サービスの

提供

多様で質の高い
金融サービスの

提供

公正・透明で
信頼性のある
市場の構築

公正・透明で
信頼性のある
市場の構築

○プロ向け市場の創設

○ＥＴＦ（上場投資信託）の多様化

○証券・銀行・保険会社間のファイアー
ウォール規制の見直し【公布後１年以内の施
行】

○利益相反管理体制の構築【公布後１年以
内の施行】

○銀行・保険会社グループの業務範囲の拡
大

○課徴金制度の見直し
（金額水準の引上げ、対象の拡大等）

 プロ向け銘柄の勧誘・取引に係る告知義務・転売制限の細目を規定

＜告知の内容＞

・法定の公衆縦覧型開示が行われていない旨

・転売制限が課せられている旨 等

＜転売制限の内容＞

・発行等の際に一般投資家への転売制限を含む契約を締結すること

・例外的に売却できる場合は、発行者やオーナー株主への譲渡の場合 等

 有価証券・発行者に関する情報提供の内容、方法について取引所ルー

ルによる旨を規定

 取引所が自主規制法人以外に委託できる自主規制業務の範囲等を規

定（上場・上場廃止基準に適合するかどうかの事前調査等）

 我が国取引所と外国取引所による取引所の共同設立に係る規定の整
備
（我が国取引所の子会社である取引所について、20%以上50%未満までの議決権を保
有できる者として、外国取引所を追加）

 違反者の密接・特殊関係者（子会社、親族等を規定）の計算において違

反行為を行った場合にも、自己の計算において違反行為を行ったものと

して、課徴金の対象

 インサイダー取引規制について、上場会社等の子会社の解散に係る軽

微基準（純資産額の減少が30%未満かつ売上高の減少が10%未満）を新設

 第1回審判期日前における証拠開示の手続きを規定

 ETFの主たる投資対象に金などの商品現物・先物を追加

 ETFと現物交換できる対象として、商品市場に上場されている商品を追

加

 議決権保有制限の例外となる会社の範囲を規定

・事業再生を行う会社として、中小企業新事業活動促進法上の「経営革新計画」の承認
を受けている会社等を規定

・ベンチャービジネス会社について「設立５年未満」を「設立１０年未満」に拡大

 銀行・保険会社の子会社・兄弟会社に対し、イスラム金融を解禁

 銀行・保険会社本体に対し、排出量取引を解禁

政令・内閣府令案（平成20年９月19日公表。10月20日まで

パブリックコメント手続き実施）のポイント
政令・内閣府令案（平成20年９月19日公表。10月20日まで

パブリックコメント手続き実施）のポイント
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【平成 20 年７月 29 日公表。８月 29 日までパブリックコメント手続き実施】 

 

 

 

 

市場の特徴 

● Ｊ-Nomad 制度の採用 

  AIM 市場の Nomad 制度を参考に、取引所が指定する J-Nomad が上場適格性の調査や上場会社に対する指導・助言を行う。 

● 上場要件 

  株主数、時価総額、事業継続年数、利益の額等の数値基準を設けず、J-Nomad が行う上場適格性の調査を踏まえ上場判断。 
   （参考）東証一部の上場数値基準（括弧内はマザーズ） 

     株主数：2,200 人（新たに 300 人）、時価総額：500 億円（10 億円）、事業実績：３年（１年）、利益の額：最近３年合計６億円等（なし） 

 会計基準は日本基準に限定せず、国際会計基準、米国基準その他これと同等の適切な会計基準の採用を容認 

● 上場後の義務 

 年２回以上、監査証明等を付した決算情報の開示（四半期開示や内部統制報告書の作成義務はなし）。適時開示の実施。 

 開示言語として、英語又は日本語の選択制。 

● 上場廃止 

 J-Nomad が担当を辞任した場合、新たな J-Nomad の確保ができなければ、上場廃止。 

 

・1995 年にロンドン証券取引所が開設した機関投資家中心（約６割）の新興企業向け市場。 

・AIM に登録するための数値基準はなく、取引所が指定する Nomad（Nominated Adviser：指定アドバイザー）が登録審査。 

・Nomad を務めているのは、証券会社、法律事務所、監査法人等（07 年８月末時点で 90 社弱）。 

・簡素な開示規制（公募をしない限り、発行時の法定開示義務はなし。取引所規則による半期毎の継続開示）。 

・20 年６月末現在、登録会社数は 1657 社（うち外国会社は 339 社）。 

市場の概要 東証・ロンドン証券取引所（ＬＳＥ）の共同出資により取引所を新設。 

 改正金商法（前通常国会で成立）によるプロ向け市場の枠組みを活用した成長企業向け新市場。 

 改正金商法の施行後速やかに免許申請し、21 年初めにも業務開始することを目指す。 

東証のプロ向け新市場の制度概要試案の概要 

（参考）ロンドン証券取引所 AIM（Alternative Investment Market：代替投資市場） 

※上場判断自体は取引所が行う。 
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各国主要取引所におけるＥＴＦの上場状況 

ＥＴＦの上場数 
 

２００７年９月末 ２００８年８月末 
ＥＴＦの主な連動対象 

東 証 １１ ５６（注１） 
株価指数、ＲＥＩＴ指数 

商品現物（金）（08 年６月上場）－受益証券発行信託 

大 証 ６ １１（注１） 
株価指数、為替レート 

商品現物（金）（07 年８月上場）－リンク債に投資 

ニューヨーク証券取引所 

（ＮＹＳＥ Group） 
２１４ ３５０ 

株価指数、債券指数、ＲＥＩＴ指数、為替レート 

商品先物指数 

商品現物（金） 

ロンドン証券取引所 

（ＬＳＥ） 
１２９ ３８９ 

株価指数、債券指数、ＲＥＩＴ指数 

商品先物指数、商品先物（原油等） 

商品現物（金等） 

ドイツ証券取引所 

（Deutsche B rse） 
２９９ ４４３ 

株価指数、債券指数、ＲＥＩＴ指数 

商品先物指数、商品先物（原油等） 

商品現物（金等）  

ユーロネクスト 

（Ｅｕｒｏｎｅｘｔ） 
２８４ ４１８ 

株価指数、債券指数、ＲＥＩＴ指数 

商品先物指数、商品先物（原油等） 

商品現物（金等）  

シンガポール取引所 

(SGX) 
１７ １９ 

株価指数、債券指数 

商品先物指数 

商品現物（金） 

(出所) World Federation of Exchanges〝Monthly Statistics″及び各取引所 HP に基づき作成。 
(注１) 東証及び大証は０８年９月末現在。 
(注２) ドイツ証券取引所、ユーロネクストの ETF には ETC（Exchange Traded Commodities）を含む。 
(注３) シンガポール取引所はグループ会社として商品取引所を保有。 
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平成 19 年 12 月 18 日 

 
 

金融審議会金融分科会第一部会報告（抄） 
～我が国金融・資本市場の競争力強化に向けて～ 

 
 

Ⅰ．取引所の機能の拡充・強化 

１．取引所における取扱商品の多様化 

  金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れ等 
諸外国の状況を踏まえると、我が国取引所の経営基盤を強化し、国際競争力の強化を図っていくためには、
我が国の取引所についても、取引所間の資本提携を通じたグループ化等によって、株式、債券や金融デリバ
ティブからコモディティ・デリバティブまでのフルラインの品揃えを可能とする制度整備を早急に行ってい
く必要がある。 
この場合、金融商品取引法に商品取引所法を統合していくべきとの意見もあり得る。一方、コモディティ・

デリバティブ取引については、引き続き、商品の生産及び流通の円滑化を図るという観点からの規制が必要
との指摘もある。このような状況の中で両法を直ちに統合しようとすれば、金融商品取引法の、金融商品及
び金融取引に関する横断的な法制としての性格を損なうとの問題が生じると考えられる。 
こうした現状を考慮すれば、フルラインの品揃えを可能とするグループ化等に向けた制度整備を早急に行

っていくためには、金融商品及び金融取引は金融商品取引法で規制し、コモディティ・デリバティブ取引は
商品取引所法の下で規制するという、両法制の枠組みの下で、資本提携等を通じた相互参入等を可能として
いくことが喫緊の課題であり、以下の法的措置等を早急に講じることが適当である。 
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海外主要取引所の取扱商品の状況 

国 取  引  所 有価証券 証券 
金融 先物 商品先物 

北欧 OMX ○ ○  
ナスダック OMXグループ 

ナスダック取引所 ○   
シカゴマーカンタイル取引所（CME）  ○ ○ 

CMEグループ 
シカゴ商品取引所  ○ ○ 

米 

ニューヨーク証券取引所（NYSE） ○   
仏 ユーロネクスト・パリ ○ ○  NYSE･ユーロネクストグループ 

ユーロネクスト・ライフ  ○ ○ 
英 

ロンドン証券取引所 ○   
伊 

ロンドン証券取引所グループ 
イタリア証券取引所 ○ ○  
フランクフルト証券取引所 ○   
ユーレックス  ○  独 ドイツ取引所グループ 
ヨーロピアン・エネルギー取引所   ○ 
シンガポール証券取引所 ○   
シンガポールデリバティブ取引所  ○  星 シンガポール取引所グループ 

ジョイントアジアンデリバティブ取引所   ○ 
韓国 韓国取引所 ○ ○ ○ 

（各取引所のホームページにより調査） 
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平成 19年 12 月 21 日 
金 融 庁 

 

金融・資本市場競争力強化プラン（抄） 
 

２．市場の公正性・透明性の確保 

  会計・開示制度の整備 

④ 格付会社のあり方についての検討 

格付会社については、昨今の証券化市場をめぐる状況の中で、様々な問題点が指摘されている。格付会社の
利益相反防止のための措置や情報開示のあり方等について、現在ＩＯＳＣＯ等において国際的に行われている
様々な議論の状況を踏まえつつ、必要に応じ適切な対応を検討する。 
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平成 19年 12 月 21 日 
金 融 庁 

 

金融・資本市場競争力強化プラン（抄） 
 

２．市場の公正性・透明性の確保 

  市場監視機能の強化 

② 自主規制機能の強化 

イ 隙間のない横断的な自主規制の促進 

金融商品取引法により新たに規制対象となった業者に対し、各金融商品取引業協会が定款等を変更し、自
主規制の範囲を拡大したところである。今後は、依然として「自主規制の隙間」にある業者に対しどのよう
な規律付けが可能かという点について、実際の登録業者の状況を見ながら、各協会における検討を推進する。 
また、苦情・あっせん機能については、利用者保護の観点から特に重要な自主規制機能であるとの観点か
ら、各協会で統一の窓口を設けるなど、横断的な取組みを早急に推進する。 
さらに、各協会において、今後の中長期的な自主規制のあり方の検討や、会員監査態勢の整備などのエン
フォースメントの強化を推進する。 

ロ 認定投資者保護団体制度の更なる推進 

金融分野における裁判外紛争処理機能の拡充に資するものとして、本年９月施行の金融商品取引法で導入
された、金融商品取引に係る苦情解決・あっせんを業務とする民間団体を認定する認定投資者保護団体制度
について、一層の周知を図り、消費者団体やＮＰＯ法人、各種業界団体などに広く同制度が活用されるよう
促進する。 
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